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　令和5年１月15日に西原町の小中高生
がプロデュースする創作演劇「さわりん
と運玉義留」がさわふじ未来ホールで上
演されました。今回で６回目の公演とな
り、磨きのかかったエネルギッシュで
キュートな演技がバンドによる生演奏と
相まって観客の心を釘付けにしました。
　この日のために練習を重ねてきた小中
高生たちが、それぞれの役を個性豊かに
見事に演じ切りました。満員の会場は、
感激の涙や笑顔であふれ、惜しみない拍
手が鳴り響きました。
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医療機関

しらかわ内科

貴クリニック

こころ耳鼻咽喉科

ハートライフクリニック

あいわクリニック

月 火 水 木 金 土 日 備　考

・現在、集団接種の予定はありません。個別接種をご利用ください。

・予約は、webまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話することは
 控えてください。

※オミクロン株対応ワクチンの接種は1人１回です。また、接種間隔が前回接種
　から3か月となります。

・ファイザー社製ワクチンで、初回（1・2回目）接種をご希望の方は、玄米クリニッ
 クの月曜日に予約をお入れください。その他の接種は追加接種用となっています。

・12～15歳の接種は保護者の同伴が必須、16～18歳の接種は可能な限り保護者同
伴をお願いします（医療機関によっては必須）。
なお接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。

・12～15歳の予約・接種

・小学生以下の予約・接種
　は受付しておりません。
・小学生以下の予約・接種
　は受付しておりません。

は受付しておりません。

・12～15歳は月･水のみ可能
・16～18歳も保護者同伴

webなら
24時間
予約可能

ＳＡＫＵ整形クリニック

個別接種 オミクロン株対応ワクチン（Ｆ：ファイザー、Ｍ：モデルナ）

城間医院

ＭＭ

ＭＭ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｆ

ＦＦ ・月曜日は従来株ワクチンの
ため、1.2回目の方が対象

・中学生以下の予約・接種は
　受付しておりません。

ＦＦ

ＦＦＦ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＦＦ

ＦＦ

Ｍ

しんざと内科
アドベンチスト
メディカルセンター

玄米クリニック

【予約方法】

web予約
https://jump.mrso.jp/473294
電話予約

※下記の内容は2月20日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手元
に広報紙が届くまでに変更となっている可能性があります。最新の情報はＱＡＢデータ放送や西原町
ホームページでご確認ください。

　予防接種では健康被害（病気になったり、障害が残ったりすること）が起こること
があります。新型コロナワクチンの予防接種の場合でも予防接種法に基づく救済（医
療費・障害年金等の給付）が受けられます。
　申請に必要な手続きなどについては、新型コロナワクチン担当までご相談ください。

予防接種健康
被害救済制度
について

　左記の日程で都合が合わない場合、他市町村での接種
をご案内できる場合があります。
　詳しくは、西原町ＨＰまたは西原町新型コロナワクチ
ン接種担当までご連絡ください。

お問い合わせ先　 098-911-9174
[受付時間　9：00～12：00、13：00～17：00(土日祝除く)]

※混雑時には電話がつながりにくい
ことがあります。しばらく時間を
おいてお試しください。

場　所‥城間医院
日　程‥3月14日（火）
対象者‥１～2回目接種の12歳以上の方
　　　　3～5回目接種の18歳以上の方

ノババックスの接種について

◎1回目接種日または3回目接種日が12歳
以上の方は、右記の個別接種をご利用く
ださい。
2回目接種は、1回目と同じワクチンを
接種します。

◎1回目接種日が5歳のお子様は、小児（5～
11歳）のワクチンを接種してください。
ただし、1回目接種後に5歳の誕生日を迎
えた場合は、2・3回目の接種は1回目と同
じワクチンを接種します。

※11/8以降に3～5回目接種としてノババックスを接種した場合は、現時点においてオミクロン対応株ワクチンを含め更なる追
　加接種を受けることはできません。

乳幼児（6か月～4歳）の
接種情報と予約は
　　　　　こちらから→

小児（5～11歳）の
接種情報と予約は
　　　　　こちらから→

乳幼児（6か月～4歳）の
ワクチン接種について

小児（5～11歳）の
ワクチン接種について

月 火 水 木 金 土

☆
○
○
☆

☆ ○
医療機関

あいわクリニック
ハートライフクリニック
太田小児科医院
☆：乳幼児（6か月～4歳）、○：小児（5歳～11歳）
※町外で接種を希望する場合はＨＰをご覧ください

広報にしはら No.613 R5.3.13 「手洗い、換気、適切なマスクの着脱」の習慣を！ マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！

【採用予定人数】 【返還の免除】令和4年度から改正

【受付期間】

令和５年度 西原町人材育成会 学資金貸費生募集！

　本町は毎年２月の第１土曜日を西原町教育の日と定めており、２月４日に「教育に対する意識と関心を一層高めて『文教の
まち西原』の充実を図ること」を目的に「第１７回西原町教育の日」が開催されました。午前中は各幼稚園、小・中学校で授業参
観を実施し、午後には教育講演会及び教育分野で功績のあった教職員や青少年、青少年育成者への表彰が行われました。今回
の教育実践賞では、沖縄キリスト教短期大学の内間清晴教授が表彰されました。これは同大学との地域連携事業の協定に基
づき、児童の理科への興味・関心・意欲や、小学校教員の理科指導の力量を高めることを目的とした「理科教育支援事業」に委
員長として精力的に取り組み、今年度の授業が1000回に達した功績が認められたことによるものです。教育講演会では、
金城志麻氏（琉球大学グローバル教育支援機構准教授、公認心理師、臨床心理士）による「子どもの自立につなげる教育をめざ
して～不登校、発達障害の子どもの心理学的支援を通して～」をテーマとした講演が行われ、自立への糸口について、子ども
たちへの具体的な支援策や接し方についてお話いただきました。

　西原町人材育成会では、町の発展に寄与する人材の育成を目的として、町内に１年以上住所を有する者又はその者の
子弟のうち、優秀な学生・生徒で経済的理由により修学困難な者に対し、無利子で学資金を貸与します。

　保育士養成学校等で保育士の資格を取得し、町内の施設で保育士とし
て3年間働いた場合は、学資の返還の免除ができます。詳細は町ＨＰをご
覧ください。

令和５年３月１日（水）～31日（金）までに本会へ必着
※土曜日、日曜日、祝日、平日の12時から13時を除く。　※応募書類等は町ＨＰからダウンロードできます。　　

文教のまち「西原町教育の日」２月４日文教のまち「西原町教育の日」２月４日文教のまち「西原町教育の日」２月４日
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問合わせ・提出先  西原町人材育成会（西原町教育委員会  教育総務課内）　☎ ９４５-３６５５

若干名

【貸与月額】
10,000円～40,000円（詳しくは町HPをご覧ください）

うちま きよはる

きんじょう しま

年に１回、西原町と関係団体の男女共同参画の
取り組みについて紹介します。

男女共同参画だより
令和4年度版さわふじ

男女共同参画に関する施策の推進状況について
　令和4年3月に沖縄県は、これからの男女共同参画社会の実現に向けた新しい計画として「第6次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧＯプラン～」を策定しました。今
回の計画はさまざまな社会時の情勢を踏まえて、県民の意識改革、女性の更なる社会参画の促進、ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶などに向けた取組を一層推
進するため、男女共同参画の実現に向けた方向性を示すものです。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により顕在化した各種課題への取組みや、ＳＤＧｓの考え方を取り入れた「ジェンダー平等の実現」の推進と実現を目指
しています。
　西原町の男女共同参画施策においても、沖縄県の計画をしっかり踏まえて取り組んでいく必要があります。

西原町の男女共同参画施策に関する取組み
　西原町では、平成24年に西原町男女共同参画条例を制定。平成25年度には「第3次男女共同参画計画（さわふじプラン）」を策定し、さまざまな施策に取り組んでい
ます。そして現在、次期計画となる「第4次男女共同参画計画」の検討に取り組んでいます。
　計画の検討に向けて、2月に一般町民の中から無作為に抽出した1,500名を対象にアンケート調査を送付し、多くの町民にご回答いただきました。調査にご協力いた
だいたみなさん、ありがとうございます。また町民アンケートのほか、小中学校の児童生徒や高校生、町内事業所に対してアンケートを実施しております。このように広
く現状調査を行い、多くの意見を集約して次期計画へ反映させているところです。

ＤＶへの対策、支援や相談機関について

ＬＧＢＴＱ にじいろ相談（毎週土曜・10時～ 17時）☎098－880－8434

　ＤＶ対策や児童虐待を防止するため、国は配偶者暴力防止法(ＤＶ防止法)の改正などを通じ、保護対策や支援・相談体制の強化などに取り組んでいます。
以下に、各種相談機関を掲載します。ＤＶかな？虐待かな？と思ったら、ひとりで抱えず悩まず、まずは相談機関にご連絡ください。各機関では様々な知識を持った専門
の職員が相談に乗り、適切な対応をともに考えます。

令和４年度西原町女性団体連絡協議会の取り組み
2月8日に西原町女性団体連絡協議会(新垣きよみ会長)が主催で、男女共同参画講演会を開催しました。

　また近年は、さまざまなジェンダーに関する課題を耳にすることが増えています。性の多様性への理解を深め、個性を認め合い、誰もが自分らしく生きられる沖縄を
目指して、相談機関の設置や啓発活動が行われています。

◆計画の構成
　第6次計画は、男女共同参画の推進に関する施策を家庭、職場、地域及び社会全体の4つの分野に分け、各分野の施策ご
とに現状と課題の分析、方向性及び具体的施策を示しており、62の具体的施策と175の事業が掲載されています。
詳しくは沖縄県のホームページに掲載されている「第6次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧＯプラン～」をご覧ください。

◆第6次計画に新たに追加・見直しされた点
　令和4年度から始まった第6次計画において、時代の変化や新たなニーズなどを踏まえて新たに加えられた具体的施策は以下の項目です。
　　●政治分野における女性の参画促進　●学校における管理職への女性の登用拡大　●性の多様性の尊重に関する取組の推進
　また、次のような施策が見直されています。
　　●男性の育児休業等の取得に関する広報・啓発　●女性のスポーツ参加の促進　●予期せぬ妊娠や性感染症の予防など、性教育や健康教育の推進
　　●職場におけるあらゆるハラスメントの防止対策について周知・啓発　●ひとり親家庭等の子の養育に対する支援や貧困等生活上の困難に対する支援
　　●計画の総合的な推進のための役割や取組み

「男女共同参画社会」とは　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参
画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責
任を担うべき社会。（男女共同参画社会基本法第2条）

相談機関 電話番号

DV相談＋（プラス）

DV相談ナビ（内閣府男女共同参画局）

沖縄県男女共同参画センター てぃるる相談室

南部配偶者暴力相談支援センター（沖縄県南部福祉保健所）

With you沖縄（沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター）

沖縄県警察本部
性犯罪被害者専用相談

０１２０－２７９－８８９

＃８００８
は れ れ ば

つ な ぐ は や く

（女性相談）０９８－８６８－４０１０

（男性相談）０９８－８６８－４０１１

０９８－８８９－６３６４

＃８８９１または098-975-0166

０９８－８５４－１１７２

※ 緊急時は警察１１０番へ！

電話・メールは24時間受付、チャット相談も対応

10:00 ～ 17:00（火曜～土曜）
10:00 ～ 16:00（日曜・月曜）

平日8：30～ 17:15

配偶者暴力相談支援センター（沖縄県女性相談所）

24時間、365日対応

8:30 ～ 17:15（月曜～金曜）
8:30 ～ 16:30（土日・祝日）

０９８－８６８－０１１０
警察安全相談 ０９８－８６３－９１１０

どこに相談すればよいか分からない方のためのナビサービス

検索▶「沖縄県男女共同参画計画」

●男女共同参画社会の実現に向けた本町の取り組みをホームページで紹介しています。
http://www.town.nishihara.okinawa.jp/goven-service/purpose-19.html
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「手洗い、換気、適切なマスクの着脱」の習慣を！

年に１回、西原町と関係団体の男女共同参画の
取り組みについて紹介します。

男女共同参画だより
令和4年度版さわふじ

男女共同参画に関する施策の推進状況について
　令和4年3月に沖縄県は、これからの男女共同参画社会の実現に向けた新しい計画として「第6次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧＯプラン～」
を策定しました。今回の計画はさまざまな社会時の情勢を踏まえて、県民の意識改革、女性の更なる社会参画の促進、ジェンダーに基づくあらゆる
暴力の根絶などに向けた取組を一層推進するため、男女共同参画の実現に向けた方向性を示すものです。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により顕在化した各種課題への取組みや、ＳＤＧｓの考え方を取り入れた「ジェンダー平等の実現」
の推進と実現を目指しています。
　西原町の男女共同参画施策においても、沖縄県の計画をしっかり踏まえて取り組んでいく必要があります。

西原町の男女共同参画施策に関する取組み
　西原町では、平成24年に西原町男女共同参画条例を制定。平成25年度には「第3次男女共同参画計画（さわふじプラン）」を策定し、さまざまな
施策に取り組んでいます。そして現在、次期計画となる「第4次男女共同参画計画」の検討に取り組んでいます。
　計画の検討に向けて、2月に一般町民の中から無作為に抽出した1,500名を対象にアンケート調査を送付し、多くの町民にご回答いただきまし
た。調査にご協力いただいたみなさん、ありがとうございます。また町民アンケートのほか、小中学校の児童生徒や高校生、町内事業所に対してアン
ケートを実施しております。このように広く現状調査を行い、多くの意見を集約して次期計画へ反映させているところです。

ＤＶへの対策、支援や相談機関について

ＬＧＢＴＱ にじいろ相談（毎週土曜・10時～ 17時）☎098－880－8434

　ＤＶ対策や児童虐待を防止するため、国は配偶者暴力防止法(ＤＶ防止法)の改正などを通じ、保護対策や支援・相談体制の強化などに取り組ん
でいます。
　以下に、各種相談機関を掲載します。ＤＶかな？虐待かな？と思ったら、ひとりで抱えず悩まず、まずは相談機関にご連絡ください。各機関では
様々な知識を持った専門の職員が相談に乗り、適切な対応をともに考えます。

令和４年度西原町女性団体連絡協議会の取り組み
　2月8日に西原町女性団体連絡協議会(新垣きよみ会長)が主催で、男女共同参画講演
会を開催しました。今回は「生理の貧困から見えた子どもたちの現状」と題し、生理の貧
困を考える会の代表を務める與儀育子さんが講演しました。
　與儀さんは「生理の貧困」の課題解決を目指し、学校現場や行政、議会などへの働きか
けを始め、県内各地で行っている活動を紹介し、「子どもたちが生理で悩まない社会を作
りたい」と強く訴えました。また、西原町社会福祉協議会や町内小中学校などが「生理の
貧困」の対応として生理用品の配布や設置に取り組んでいることを紹介し、このような取り組みを県内に広げたい
と語りました。

　また近年は、さまざまなジェンダーに関する課題を耳にすることが増えています。性の多様性への理解を深め、個性を認め合い、誰もが自分らしく生きられる沖縄を
目指して、相談機関の設置や啓発活動が行われています。

◆計画の構成
　第6次計画は、男女共同参画の推進に関する施策を家庭、職場、地域及び社会全体の4つの分野に分け、各分野の施策ご
とに現状と課題の分析、方向性及び具体的施策を示しており、62の具体的施策と175の事業が掲載されています。
詳しくは沖縄県のホームページに掲載されている「第6次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧＯプラン～」をご覧ください。

◆第6次計画に新たに追加・見直しされた点
　令和4年度から始まった第6次計画において、時代の変化や新たなニーズなどを踏まえて新たに加えられた具体的施策は以下の項目です。
　　●政治分野における女性の参画促進　●学校における管理職への女性の登用拡大　●性の多様性の尊重に関する取組の推進
　また、次のような施策が見直されています。
　　●男性の育児休業等の取得に関する広報・啓発　●女性のスポーツ参加の促進　●予期せぬ妊娠や性感染症の予防など、性教育や健康教育の推進
　　●職場におけるあらゆるハラスメントの防止対策について周知・啓発 ●ひとり親家庭等の子の養育に対する支援や貧困等生活上の困難に対する支援
　　●計画の総合的な推進のための役割や取組み

「男女共同参画社会」とは 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参
画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責
任を担うべき社会。（男女共同参画社会基本法第2条）

相談機関 電話番号

DV相談＋（プラス）

DV相談ナビ（内閣府男女共同参画局）

沖縄県男女共同参画センター てぃるる相談室

南部配偶者暴力相談支援センター（沖縄県南部福祉保健所）

With you沖縄（沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター）

沖縄県警察本部
性犯罪被害者専用相談

０１２０－２７９－８８９

＃８００８
は れ れ ば

つ な ぐ は や く

（女性相談）０９８－８６８－４０１０

（男性相談）０９８－８６８－４０１１

０９８－８８９－６３６４

＃８８９１または098-975-0166

０９８－８５４－１１７２

※ 緊急時は警察１１０番へ！

電話・メールは24時間受付、チャット相談も対応

10:00 ～ 17:00（火曜～土曜）
10:00 ～ 16:00（日曜・月曜）

平日8：30～ 17:15

配偶者暴力相談支援センター（沖縄県女性相談所）

24時間、365日対応

8:30 ～ 17:15（月曜～金曜）
8:30 ～ 16:30（土日・祝日）

０９８－８６８－０１１０
警察安全相談 ０９８－８６３－９１１０

どこに相談すればよいか分からない方のためのナビサービス

検索▶「沖縄県男女共同参画計画」

●男女共同参画社会の実現に向けた本町の取り組みをホームページで紹介しています。

↑アプリのダウンロードはこちらから↑

シェアサイクルを利用してみませんか

App Store Google Play

　西原町では、県内・町内の慢性的な交通渋滞の緩和や新たな交通手段の確立、また、脱炭素
社会への取り組みとしてシェアサイクル実証事業を開始します！

　多数の自転車をエリア内に配置し、利用者はどこの拠点（ステーション）から
でも借り出して、好きな拠点で返却ができる新たな交通手段です。

自転車台数：50台（電動アシスト付自転車）
町内ステーション数：10か所程度
利用料金：①100円/15分　
　　　　　②1,800円/12時間
開始日：令和５年２月下旬から順次ステーション開設予定

★試乗会も予定しています。詳しくは町HPにて、ご確認ください。

◎ご利用にあたっては専用アプリのダウンロードが必要です。
◎自転車乗車の際はヘルメット着用にご協力ください。（ステーションには準備されておりません）
◎ステーション設置場所やシェアサイクルについてもっと知りたい方はこちら（ＣＹＣＹホームページ）

シェアサイクルとは？
スマホで利用開始・返却・決済

※決済にはクレジットカード登録のほか、PayPay等も利用可能です。
※現金での支払いには対応しておりません。

24時間利用可能
※一部ステーションにおいては時間制限がある場合があります。

町外に設置されているステーションへの返却もＯＫ

■子どもの虐待予防のための相談先
　※必要な支援、窓口等へつなぎます
　こども課こども相談係:☎945-5311
■虐待かもと思ったら　☎189（24時間・通話料無料）

・望まない妊娠・出産
・精神疾患や心身の不調、育児疲れ
・子ども時代に虐待・DVの被害経験
　がある
・養育に関する知識不足
・人間関係をつくることが苦手 等

・こだわりが強い、よく泣く
・病気や障害がある
・生後しばらく親子分離の状況がある
・問題行動などの育てにくさがある 等

・夫婦や家庭内の不和・DV
・経済的に不安定
・親族や地域社会との関係希薄
・育児支援が不十分 等

　虐待はどの家庭にも起こりうること
です。
　子どもとの生活では、右図のような
要因がいくつも重なることでつらい養
育状況となり、苦しい思いを誰にも相
談できずに虐待にいたることがありま
す。しかし、そうした要因を多く抱え
ているからといって全てが虐待につな
がるわけではありません。
　虐待は子どもの人権を著しく侵害
し、心身の成長及び人格の形成に重大
な影響を与えるとともに、将来の世代
の育成にも懸念を及ぼすことが指摘さ
れています。

周囲の方や関係機関（者）は、子育て中の親子との関わりの中で家庭
の思いに寄り添い、適切な対応やサービスにつなげる等により、虐待
を未然に防ぐことができます。生まれてきてくれた子どもは「みんな
（社会）で育てる」を目指し、それぞれの関わりと思いやりで親子の
未来を守りましょう。

保護者自身のこと

養育の環境

子どものこと

▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

広報にしはら No.613 R5.3.15 マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！

年に１回、西原町と関係団体の男女共同参画の
取り組みについて紹介します。

男女共同参画だより
令和4年度版さわふじさわふじ

男女共同参画に関する施策の推進状況について
　令和4年3月に沖縄県は、これからの男女共同参画社会の実現に向けた新しい計画として「第6次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧＯプラン～」
を策定しました。今回の計画はさまざまな社会時の情勢を踏まえて、県民の意識改革、女性の更なる社会参画の促進、ジェンダーに基づくあらゆる
暴力の根絶などに向けた取組を一層推進するため、男女共同参画の実現に向けた方向性を示すものです。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により顕在化した各種課題への取組みや、ＳＤＧｓの考え方を取り入れた「ジェンダー平等の実現」
の推進と実現を目指しています。
　西原町の男女共同参画施策においても、沖縄県の計画をしっかり踏まえて取り組んでいく必要があります。

西原町の男女共同参画施策に関する取組み
　西原町では、平成24年に西原町男女共同参画条例を制定。平成25年度には「第3次男女共同参画計画（さわふじプラン）」を策定し、さまざまな
施策に取り組んでいます。そして現在、次期計画となる「第4次男女共同参画計画」の検討に取り組んでいます。
　計画の検討に向けて、2月に一般町民の中から無作為に抽出した1,500名を対象にアンケート調査を送付し、多くの町民にご回答いただきまし
た。調査にご協力いただいたみなさん、ありがとうございます。また町民アンケートのほか、小中学校の児童生徒や高校生、町内事業所に対してアン
ケートを実施しております。このように広く現状調査を行い、多くの意見を集約して次期計画へ反映させているところです。

ＤＶへの対策、支援や相談機関について

ＬＧＢＴＱ にじいろ相談（毎週土曜・10時～ 17時）☎098－880－8434

　ＤＶ対策や児童虐待を防止するため、国は配偶者暴力防止法(ＤＶ防止法)の改正などを通じ、保護対策や支援・相談体制の強化などに取り組ん
でいます。
　以下に、各種相談機関を掲載します。ＤＶかな？虐待かな？と思ったら、ひとりで抱えず悩まず、まずは相談機関にご連絡ください。各機関では
様々な知識を持った専門の職員が相談に乗り、適切な対応をともに考えます。

令和４年度西原町女性団体連絡協議会の取り組み
　2月8日に西原町女性団体連絡協議会(新垣きよみ会長)が主催で、男女共同参画講演
会を開催しました。今回は「生理の貧困から見えた子どもたちの現状」と題し、生理の貧
困を考える会の代表を務める與儀育子さんが講演しました。
　與儀さんは「生理の貧困」の課題解決を目指し、学校現場や行政、議会などへの働きか
けを始め、県内各地で行っている活動を紹介し、「子どもたちが生理で悩まない社会を作
りたい」と強く訴えました。また、西原町社会福祉協議会や町内小中学校などが「生理の
貧困」の対応として生理用品の配布や設置に取り組んでいることを紹介し、このような取り組みを県内に広げたい
と語りました。

　また近年は、さまざまなジェンダーに関する課題を耳にすることが増えています。性の多様性への理解を深め、個性を認め合い、誰もが自分らしく生きられる沖縄を
目指して、相談機関の設置や啓発活動が行われています。

◆計画の構成
　第6次計画は、男女共同参画の推進に関する施策を家庭、職場、地域及び社会全体の4つの分野に分け、各分野の施策ご
とに現状と課題の分析、方向性及び具体的施策を示しており、62の具体的施策と175の事業が掲載されています。
詳しくは沖縄県のホームページに掲載されている「第6次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧＯプラン～」をご覧ください。

◆第6次計画に新たに追加・見直しされた点
　令和4年度から始まった第6次計画において、時代の変化や新たなニーズなどを踏まえて新たに加えられた具体的施策は以下の項目です。
　　●政治分野における女性の参画促進　●学校における管理職への女性の登用拡大　●性の多様性の尊重に関する取組の推進
　また、次のような施策が見直されています。
　　●男性の育児休業等の取得に関する広報・啓発　●女性のスポーツ参加の促進　●予期せぬ妊娠や性感染症の予防など、性教育や健康教育の推進
　　●職場におけるあらゆるハラスメントの防止対策について周知・啓発 ●ひとり親家庭等の子の養育に対する支援や貧困等生活上の困難に対する支援
　　●計画の総合的な推進のための役割や取組み

「男女共同参画社会」とは 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参
画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責
任を担うべき社会。（男女共同参画社会基本法第2条）

相談機関 電話番号

DV相談＋（プラス）

DV相談ナビ（内閣府男女共同参画局）

沖縄県男女共同参画センター てぃるる相談室

南部配偶者暴力相談支援センター（沖縄県南部福祉保健所）

With you沖縄（沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター）

沖縄県警察本部
性犯罪被害者専用相談
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※ 緊急時は警察１１０番へ！

電話・メールは24時間受付、チャット相談も対応

10:00 ～ 17:00（火曜～土曜）
10:00 ～ 16:00（日曜・月曜）

平日8：30～ 17:15

配偶者暴力相談支援センター（沖縄県女性相談所）

24時間、365日対応

8:30 ～ 17:15（月曜～金曜）
8:30 ～ 16:30（土日・祝日）
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どこに相談すればよいか分からない方のためのナビサービス

検索▶「沖縄県男女共同参画計画」

●男女共同参画社会の実現に向けた本町の取り組みをホームページで紹介しています。

↑アプリのダウンロードはこちらから↑

シェアサイクルを利用してみませんか

App Store Google Play

　西原町では、県内・町内の慢性的な交通渋滞の緩和や新たな交通手段の確立、また、脱炭素
社会への取り組みとしてシェアサイクル実証事業を開始します！

　多数の自転車をエリア内に配置し、利用者はどこの拠点（ステーション）から
でも借り出して、好きな拠点で返却ができる新たな交通手段です。

自転車台数：50台（電動アシスト付自転車）
町内ステーション数：10か所程度
利用料金：①100円/15分　
　　　　　②1,800円/12時間
開始日：令和５年２月下旬から順次ステーション開設予定

★試乗会も予定しています。詳しくは町HPにて、ご確認ください。

◎ご利用にあたっては専用アプリのダウンロードが必要です。
◎自転車乗車の際はヘルメット着用にご協力ください。（ステーションには準備されておりません）
◎ステーション設置場所やシェアサイクルについてもっと知りたい方はこちら（ＣＹＣＹホームページ）

シェアサイクルとは？
スマホで利用開始・返却・決済

※決済にはクレジットカード登録のほか、PayPay等も利用可能です。
※現金での支払いには対応しておりません。

24時間利用可能
※一部ステーションにおいては時間制限がある場合があります。

町外に設置されているステーションへの返却もＯＫ

■子どもの虐待予防のための相談先
　※必要な支援、窓口等へつなぎます
　こども課こども相談係:☎945-5311
■虐待かもと思ったら　☎189（24時間・通話料無料）

・望まない妊娠・出産
・精神疾患や心身の不調、育児疲れ
・子ども時代に虐待・DVの被害経験
　がある
・養育に関する知識不足
・人間関係をつくることが苦手 等

・こだわりが強い、よく泣く
・病気や障害がある
・生後しばらく親子分離の状況がある
・問題行動などの育てにくさがある 等

・夫婦や家庭内の不和・DV
・経済的に不安定
・親族や地域社会との関係希薄
・育児支援が不十分 等

　虐待はどの家庭にも起こりうること
です。
　子どもとの生活では、右図のような
要因がいくつも重なることでつらい養
育状況となり、苦しい思いを誰にも相
談できずに虐待にいたることがありま
す。しかし、そうした要因を多く抱え
ているからといって全てが虐待につな
がるわけではありません。
　虐待は子どもの人権を著しく侵害
し、心身の成長及び人格の形成に重大
な影響を与えるとともに、将来の世代
の育成にも懸念を及ぼすことが指摘さ
れています。

周囲の方や関係機関（者）は、子育て中の親子との関わりの中で家庭
の思いに寄り添い、適切な対応やサービスにつなげる等により、虐待
を未然に防ぐことができます。生まれてきてくれた子どもは「みんな
（社会）で育てる」を目指し、それぞれの関わりと思いやりで親子の
未来を守りましょう。

保護者自身のこと

養育の環境

子どものこと

▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷ 【お問い合わせ】企画財政課　企画調整係　☎098-945-4533
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　令和５年２月２０日（月）から教育総務課の事務室（窓口）
が下記のとおり変更となりました。
　お手続きでご来庁される際にはご注意ください。

ご来庁の際は、東側階段かエレベータをご利用ください。

●家電リサイクル法による、特定家庭用機器・エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機（小売店等に引き取らせ
てください）
●新築、増築、改築などによって生じたごみ（請け負った業者に処理させてください）
●法律に定める産業廃棄物（建築廃材、コンクリート、ブロックの破片、ガスボンベなど）
●注射針等は医療廃棄物として、各自で適正な処理をしてください。
●パソコン本体及びディスプレーは、町と協定を締結したリネットジャパン株式会社に宅配便回収を依頼
　することができます (無料)。　詳しくは西原町ホームページをご参照ください。
　または一般社団法人パソコン3R推進協会（TEL．03-5282-7685）にお問い合わせしてください。
●無料回収をうたう不用品回収業者は、利用することのないようお願いします。
　後で料金を請求されたり、不適正な処理や不法投棄に巻き込まれたりするなどのトラブルが発生しています。
　ごみの出し方については町のホームページからでも確認できます。

　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日時点における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動
車（以下「軽自動車等」といいます。）の所有者に対して課税される税金です。
　軽自動車等を友人や業者に譲渡、もしくは解体や盗難された場合は、速やかに名義変更等の手続きをお済ませ下さい。
手続を行わない場合は、車両台帳に所有者としての登録が残ったままとなり、令和5年度分の軽自動車税が課税されるこ
ととなります。
　軽自動車を解体しただけでは廃車（抹消）手続きをしたことにはなりません。車両の解体後は各窓口にて手続きが必要
となります。ご注意ください。

【現行】 西原町役場庁舎    １階東側
⬇

【変更後】 西原町役場庁舎   ３階東側

　引っ越しの際に家庭から大量に出るもえる・もえない・粗大ごみは、一度に収集できません。前も
って計画的に出すようにしましょう。また、一時的に大量排出する場合は、個人で東部環境美化セン
ターに直接持ち込むことができます。（役場へ事前申し込みが必要であり、処分手数料100円/10㎏か
かります。）
　家庭から出るごみの中には町では収集しない
ごみがあります。町で収集しないごみは適正に
処理しましょう。

【お問い合わせ先】総務部環境安全課　環境保全係　☎098-945-5018

・標識交付証明書
・印鑑(法人のみ)
・ナンバープレート

・届出済証（検査証）
・ナンバープレート

・自動車検査証
・ナンバープレート

・自動車検査証
・ナンバープレート

原動機付
自転車～125cc
小型特殊

自動車（ミニカー
・農耕用作業）

軽二輪車
126cc～250cc

小型二輪
251cc～

軽自動車

・標識交付証明書
・自賠責保険証明書
・新・旧所有者の印鑑
　（法人のみ）

・届出済証（検査証）
・新使用者の住民票抄本
・譲渡証明書
・自賠責保険証明書
・自動車検査証
・新使用者の住民票抄本
・譲渡証明書
・自動車検査証
・新所有者の住民票抄本（写しでも可）

・自動車検査証
・新住所の住民票抄本（写しでも可）

・自動車検査証
・新住所の住民票抄本

・届出済証（検査証）
・新住所の住民票抄本
・自賠責保険証明書

※町外転出の場合
　左記抹消手続参照

※町内転居の場合
　不要

西原町役場　
総務部　税務課
☎ 098-945-4729

沖縄総合事務局
陸運事務所
☎ 050-5540-2091

軽自動車検査協会
☎ 050-3816-3126

※車種によって手続きの窓口が異なります。ご確認の上、手続きしてください。

車種／排気量 抹　消 名義変更 住所変更 手続窓口／お問い合わせ

保育士等の募集について

国保証切替のお知らせ

●募集保育園

　町内認可保育園等にて令和5年度の保育士等を募集してお
ります。　
　保育士の方、保育に興味のある方、西原町の保育園で働い
てみませんか？
　お申し込みは、各園に直接お問い合わせください。

仕事の都合等で病気のお子さんを面倒みることができない
時に、太田小児科医院で一時的に預って保育します。
※利用したい年度毎にこども課窓口で登録が必要です。

子どもの一時預かりや、保育施設への送迎など、地域で行っ
ている子育て支援です。
利用前に会員登録が必要です。

以下の世帯を対象に利用料助成事業を行っています。
必要書類についてはホームページを確認し、こども課にて
申請を行ってください。
※利用したい年度毎にこども課窓口にて申請が必要です。
　 3月1日から次年度の事前登録を受付します。
■対象
　①ひとり親世帯　　　　②市町村民税　非課税世帯
　③ダブルケア世帯　　　④障がい児のいる世帯
　⑤多胎児のいる世帯

　国民健康保険税を2月28日までに完納した世帯につ
いては、3月中旬から保険証を郵送（簡易書留）します。
（窓口での切替手続きは不要です）

ただし、下記の世帯は窓口での切替手続きが必要です。
・国民健康保険税を2月28日までに完納していない世帯
・福祉施設等への入所や修学のために住民登録を町外
に移した方がいる世帯
（対象者の被保険者証は、窓口での切替になります。在園
証明書、または在学証明書を持参のうえ、来庁をお願い
します。）

３月中旬頃に郵送される「きりかえのお知らせ」ハガキをご
確認のうえ、健康保険課窓口まで来庁をお願いします。
期　　間：３月１５日(水) ～３月３１日(金) (土日・祝日を除く)
受付時間： 8：30 ～ 17：00　(12時から13時を除く)

☆対象　0歳から4歳の親子
☆内容
　親子体操やリトミック、親子遠足、運動会、季節の行事イベン
トなどを行っています。
行事に参加できなくても、保護者の交流や情報交換の場として
利用できます。気軽にお越しください。
☆時間
　西原・坂田・西原南　毎週水曜日　10:30から11:30
　西原東　毎週金曜日　10:30から11:30
☆マミーキッズクラブ会員になるには？
　お近くの児童館で入会できます。手続きをした児童館での会
員登録となります。
　会費は無料ですが、材料費など実費がかかる事があります。
※曜日や時間は変更になる場合があります。詳しくは、児童館だ
よりや各児童館にお問い合わせください。

私立こばとゆがふ保育園

私立西原白百合保育園

私立さわふじ保育園

こばと保育園 （小規模保育）

キティーハウス（事業所内保育）

私 立 西 原 保 育 園

私立さくらんぼ保育園

私立さざなみ保育園

私立さうんど保育園

うえはら保育園(小規模保育）

私立善隣幼稚園（認定こども園）

946-5817

945-4534

946-2540

945-6828

943-0011

943-3727

946-1340

945-1164

945-2397

917-4234

944-5344

○保育士

園　名 TEL 募　集

○保育教諭

○保育士
○子育て支援員の研修を
　修了した方
○今後、 研修等を受けて
　保育に携わっていきた
　いとお考えの方

○保育士
○子育て支援員の研修を修了した方

【お問い合わせ】福祉部　健康保険課　国民健康保険係
☎ 098-911-9163

【お問い合わせ】福祉部　こども課　子育て支援係
☎ 098-945-5311

【お問い合わせ】福祉部　こども課　子育て支援係
☎ 098-945-5311
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交付年月
日

交付者名
　西原町

沖縄県国民健
康保険

被保険者
証

令和 0 年 4 
月 1 日

令和 0 年 3 
月31日

西国

見本

記号

氏　　　名　
　西原　花子

生 年 月 日　
　昭和00年 

4 月 1 日

資格取得年月日　
　昭和00年 

4 月 1 日

世帯主氏名　
　西原　太郎

住　　　所　
　西原町西原

1番地

保険者番号　
　＊＊

ニシハラ　ハ
ナコ

性別　女

番号　

自己負担額　
　特定健診

　　　　　　
　人間ドック

　
『健診ガイド

参照』

整理番号　００
０００００００００

　　〔○歳〕

受診期間　令
和 0 年 4 月

 1 日～令和 
0 年 3 月31

日

特定健診受診
日　令和　　

　年　　　月
　　　日

整理番号　００
００００

受診期間　令
和 0 年 4 月

 1 日～令和 
0 年 3 月31

日

※医療機関の
皆様へ　受診

日の記入をお
願いします。

胃

／

肺

／

大腸

／

乳エコー

／

乳マンモ

／

子宮

／

肝炎

／

今年はコスモス色！！

▼

QRコードが利用できない方は、
西原町ホームページ＞こども子育て支援ガイド＞子育て中の方
＞病児・病後児保育事業

QRコードが利用できない方は、
西原町ホームページ＞こども子育て支援ガイド＞子育て中の方
＞ファミリーサポートセンター

毎月の児童館イベント情報は「児童館だより」で！
ＱＲコードが利用できない方は西原町ホームページからアクセス
西原町トップページ＞広報・情報公開＞児童館だより

○西原町では、町内の認可保育園等に新規で勤務される
方に対して就職奨励金を交付しています。交付には要件
がありますので、詳しくはこども課保育所係までお問合
わせください。

　【こども課】☎098-945-5311（内2709・2708）

広報にしはら No.613 R5.3.17 「手洗い、換気、適切なマスクの着脱」の習慣を！

　令和５年２月２０日（月）から教育総務課の事務室（窓口）が下
記のとおり変更となりました。
　お手続きでご来庁される際にはご注意ください。

●家電リサイクル法による、特定家庭用機器・エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機（小売店等に引き取らせ
てください）
●新築、増築、改築などによって生じたごみ（請け負った業者に処理させてください）
●法律に定める産業廃棄物（建築廃材、コンクリート、ブロックの破片、ガスボンベなど）
●注射針等は医療廃棄物として、各自で適正な処理をしてください。
●パソコン本体及びディスプレーは、町と協定を締結したリネットジャパン株式会社に宅配便回収を依頼
　することができます (無料)。　詳しくは西原町ホームページをご参照ください。
　または一般社団法人パソコン3R推進協会（TEL．03-5282-7685）にお問い合わせしてください。
●無料回収をうたう不用品回収業者は、利用することのないようお願いします。
　後で料金を請求されたり、不適正な処理や不法投棄に巻き込まれたりするなどのトラブルが発生しています。
　ごみの出し方については町のホームページからでも確認できます。

　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日時点における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動
車（以下「軽自動車等」といいます。）の所有者に対して課税される税金です。
　軽自動車等を友人や業者に譲渡、もしくは解体や盗難された場合は、速やかに名義変更等の手続きをお済ませ下さい。
手続を行わない場合は、車両台帳に所有者としての登録が残ったままとなり、令和5年度分の軽自動車税が課税されるこ
ととなります。
　軽自動車を解体しただけでは廃車（抹消）手続きをしたことにはなりません。車両の解体後は各窓口にて手続きが必要
となります。ご注意ください。

【現行】 西原町役場庁舎    １階東側
⬇

【変更後】 西原町役場庁舎   ３階東側

　引っ越しの際に家庭から大量に出るもえる・もえない・粗大ごみは、一度に収集できません。前も
って計画的に出すようにしましょう。また、一時的に大量排出する場合は、個人で東部環境美化セン
ターに直接持ち込むことができます。（役場へ事前申し込みが必要であり、処分手数料100円/10㎏か
かります。）
　家庭から出るごみの中には町では収集しない
ごみがあります。町で収集しないごみは適正に
処理しましょう。

【お問い合わせ先】総務部環境安全課　環境保全係　☎098-945-5018

・標識交付証明書
・印鑑(法人のみ)
・ナンバープレート

・届出済証（検査証）
・ナンバープレート

・自動車検査証
・ナンバープレート

・自動車検査証
・ナンバープレート

原動機付
自転車～125cc
小型特殊

自動車（ミニカー
・農耕用作業）

軽二輪車
126cc～250cc

小型二輪
251cc～

軽自動車

・標識交付証明書
・自賠責保険証明書
・新・旧所有者の印鑑
　（法人のみ）

・届出済証（検査証）
・新使用者の住民票抄本
・譲渡証明書
・自賠責保険証明書
・自動車検査証
・新使用者の住民票抄本
・譲渡証明書
・自動車検査証
・新所有者の住民票抄本（写しでも可）

・自動車検査証
・新住所の住民票抄本（写しでも可）

・自動車検査証
・新住所の住民票抄本

・届出済証（検査証）
・新住所の住民票抄本
・自賠責保険証明書

※町外転出の場合
　左記抹消手続参照

※町内転居の場合
　不要

西原町役場　
総務部　税務課
☎ 098-945-4729

沖縄総合事務局
陸運事務所
☎ 050-5540-2091

軽自動車検査協会
☎ 050-3816-3126

※車種によって手続きの窓口が異なります。ご確認の上、手続きしてください。

車種／排気量 抹　消 名義変更 住所変更 手続窓口／お問い合わせ

保育士等の募集について

国保証切替のお知らせ

●募集保育園

　町内認可保育園等にて令和5年度の保育士等を募集してお
ります。　
　保育士の方、保育に興味のある方、西原町の保育園で働い
てみませんか？
　お申し込みは、各園に直接お問い合わせください。

仕事の都合等で病気のお子さんを面倒みることができない
時に、太田小児科医院で一時的に預って保育します。
※利用したい年度毎にこども課窓口で登録が必要です。

子どもの一時預かりや、保育施設への送迎など、地域で行っ
ている子育て支援です。
利用前に会員登録が必要です。

以下の世帯を対象に利用料助成事業を行っています。
必要書類についてはホームページを確認し、こども課にて
申請を行ってください。
※利用したい年度毎にこども課窓口にて申請が必要です。
　 3月1日から次年度の事前登録を受付します。
■対象
　①ひとり親世帯　　　　②市町村民税　非課税世帯
　③ダブルケア世帯　　　④障がい児のいる世帯
　⑤多胎児のいる世帯

　国民健康保険税を2月28日までに完納した世帯につ
いては、3月中旬から保険証を郵送（簡易書留）します。
（窓口での切替手続きは不要です）

ただし、下記の世帯は窓口での切替手続きが必要です。
・国民健康保険税を2月28日までに完納していない世帯
・福祉施設等への入所や修学のために住民登録を町外
に移した方がいる世帯
（対象者の被保険者証は、窓口での切替になります。在園
証明書、または在学証明書を持参のうえ、来庁をお願い
します。）

３月中旬頃に郵送される「きりかえのお知らせ」ハガキをご
確認のうえ、健康保険課窓口まで来庁をお願いします。
期　　間：３月１５日(水) ～３月３１日(金) (土日・祝日を除く)
受付時間： 8：30 ～ 17：00　(12時から13時を除く)

☆対象　0歳から4歳の親子
☆内容
　親子体操やリトミック、親子遠足、運動会、季節の行事イベン
トなどを行っています。
行事に参加できなくても、保護者の交流や情報交換の場として
利用できます。気軽にお越しください。
☆時間
　西原・坂田・西原南　毎週水曜日　10:30から11:30
　西原東　毎週金曜日　10:30から11:30
☆マミーキッズクラブ会員になるには？
　お近くの児童館で入会できます。手続きをした児童館での会
員登録となります。
　会費は無料ですが、材料費など実費がかかる事があります。
※曜日や時間は変更になる場合があります。詳しくは、児童館だ
よりや各児童館にお問い合わせください。

私立こばとゆがふ保育園

私立西原白百合保育園

私立さわふじ保育園

こばと保育園 （小規模保育）

キティーハウス（事業所内保育）

私 立 西 原 保 育 園

私立さくらんぼ保育園

私立さざなみ保育園

私立さうんど保育園

うえはら保育園(小規模保育）

私立善隣幼稚園（認定こども園）

946-5817

945-4534

946-2540

945-6828

943-0011

943-3727

946-1340

945-1164

945-2397

917-4234

944-5344

○保育士

園　名 TEL 募　集

○保育教諭

○保育士
○子育て支援員の研修を
　修了した方
○今後、 研修等を受けて
　保育に携わっていきた
　いとお考えの方

○保育士
○子育て支援員の研修を修了した方

【お問い合わせ】福祉部　健康保険課　国民健康保険係
☎ 098-911-9163

【お問い合わせ】福祉部　こども課　子育て支援係
☎ 098-945-5311

【お問い合わせ】福祉部　こども課　子育て支援係
☎ 098-945-5311
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特
定
健
診
受
診
券

交付年月
日

交付者名
　西原町

が
ん
検
診
受
診
券

沖縄県国民健
康保険

被保険者
証 有 効 期

限

令和 0 年 4 
月 1 日

令和 0 年 3 
月31日

西国

見本

記号

氏　　　名　
　西原　花子

生 年 月 日　
　昭和00年 

4 月 1 日

資格取得年月日　
　昭和00年 

4 月 1 日

世帯主氏名　
　西原　太郎

住　　　所　
　西原町西原

1番地

保険者番号　
　＊＊

ニシハラ　ハ
ナコ

性別　女

番号　

自己負担額　
　特定健診

　　　　　　
　人間ドック

　
『健診ガイド

参照』

整理番号　００
０００００００００

　　〔○歳〕

受診期間　令
和 0 年 4 月

 1 日～令和 
0 年 3 月31

日

特定健診受診
日　令和　　

　年　　　月
　　　日

整理番号　００
００００

受診期間　令
和 0 年 4 月

 1 日～令和 
0 年 3 月31

日

※医療機関の
皆様へ　受診

日の記入をお
願いします。

胃

／

肺

／

大腸

／

乳エコー

／

乳マンモ

／

子宮

／

肝炎

／

今年はコスモス色！！

▼

QRコードが利用できない方は、
西原町ホームページ＞こども子育て支援ガイド＞子育て中の方
＞病児・病後児保育事業

QRコードが利用できない方は、
西原町ホームページ＞こども子育て支援ガイド＞子育て中の方
＞ファミリーサポートセンター

毎月の児童館イベント情報は「児童館だより」で！
ＱＲコードが利用できない方は西原町ホームページからアクセス
西原町トップページ＞広報・情報公開＞児童館だより

○西原町では、町内の認可保育園等に新規で勤務される
方に対して就職奨励金を交付しています。交付には要件
がありますので、詳しくはこども課保育所係までお問合
わせください。

　【こども課】☎098-945-5311（内2709・2708）

広報にしはら No.613 R5.3.1 6マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！



　西原町で町民劇団を立ち上げようと、県内外の舞台で役者と
しても活躍する城間やよいさんと演出家の野

の
底
そこ

武
たけ

光
みつ

さんが崎
原盛秀町長を訪問しました。
　城間さんは「演劇は作り上げるまでの人との交流がとても楽
しい。年齢を超えて多くの人が交流できればと思う」、野底さ
んは「演劇では達成感、高揚感が得られる。演劇に興味を持っ
てもらい、ステージに立ってほしい」と話していました。
　劇団立ち上げに向け、裏方スタッフも含めて演劇に
興味のある方を募集中です。詳しくはwebサイトまで。

　西原南小学校6年生を対象に崎
さき

原
はら

盛
せい

秀
しゅう

町長がキャリア講話
を行いました。崎原町長は、西原町の歴史や今後のまちづく
りなどを説明したあと、うさぎとカメの話を題材に「目標を
持って夢をあきらめてはいけない、努力が大切。周りへの感
謝と同級生の絆も大切にして下さい」とアドバイスしました。
児童からは、「トイレ改修費の工事費はいくら？」、「町長に
なったときの1番の目標は？」、「西原町を5段階で評価する
と？」など、大人顔負けの質問が飛び出し、崎原町長はその質
問1つ1つに丁寧に答えていました。
　前

まえ
里
ざと

葉
は

月
づき

さんは「町長は堅い人かと思ったけど、いい人で町
のことをよく考えてくれている。将来稼いだらたくさん税金
を納めたい」と笑顔で話していました。

西原町民劇団立ち上げに向けて キャリア教育で町長が講話　2月６日月 2月1日水

文化財
コラム

文化財
コラム

本
町
は
、
戦
後
、
さ
と
う
き
び
作

を
主
体
と
し
た
純
農
村
と
し
て
発
展

し
、
昭
和
四
十
年
代
か
ら
都
市
近
郊

と
い
う
立
地
を
背
景
に
各
種
企
業
の

進
出
や
住
宅
団
地
等
の
開
発
が
め
だ

ち
、急
速
に
都
市
化
が
進
み
ま
し
た
。

そ
し
て
、
昭
和
五
十
年
前
後
に
か

け
て
私
立
三
育
小
学
校
、
沖
縄
県
消

防
学
校
、
県
立
西
原
高
等
学
校
の
新

設
や
国
立
琉
球
大
学
の
移
転
に
伴
い

「
文
化
学
園
都
市
」
と
し
て
の
様
相
を

呈
す
る
中
で
、
昭
和
五
十
四
年
に
は

町
制
へ
移
行
し
、
同
年
に
町
中
央
公

民
館
、
町
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
整

備
し
て
、
社
会
教
育
の
推
進
と
社
会

福
祉
の
向

上
に
努
め

て
き
ま
し

た
。町

制
施

行
に
伴
い

昭
和
五
十

五
年
に
実

施
し
た

「
新
し
い

町
づ
く
り

に
関
す
る

意
識
調

査
」
で
は
、「
新
し
い
西
原
町
の
将

来
像
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
姿
が
望

ま
し
い
と
お
も
い
ま
す
か
」
と
の
問

い
に
対
し
て
「
教
育
文
化
の
か
お
り

高
い
文
教
住
宅
の
町
」（
五
一・六
％
）

が
過
半
数
を
占
め
ま
し
た
。

こ
う
し
た
動
向
を
受
け
て
、
昭
和

五
十
七
年
に
「
町
総
合
計
画
基
本
構

想
」
が
議
決
さ
れ
、
西
原
町
の
め
ざ

す
将
来
像
は
『
文
教
の
ま
ち
西
原
』

と
定
め
ら
れ
、
将
来
像
実
現
に
向
け

て
行
政
運
営
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
平
成
元
年
に
、
沖
縄
キ
リ
ス
ト

教
短
期
大
学
の
移
転
、
平
成
十
二
年

に
沖
縄
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

が
開
所
す
る
と
、
本
町
も
学
校
教
育

施
設
は
も
と
よ
り
、
生
涯
学
習
の
受

け
皿
と
し
て
、
町
民
体
育
館
、
町
民

陸
上
競
技
場
、
町
立
図
書
館
等
の
社

会
体
育
・
社
会
教
育
施
設
や
小
学
校

区
単
位
の
児
童
館
、
児
童
公
園
等
の

児
童
施
設
を
整
備
し
、
環
境
を
整
え

て
き
ま
し
た
。

さ
ら

に
、
平
成

二
十
四
年

に
は
「
町

総
合
計
画

基
本
構

想
」
に
替

わ
る
も
の

と
し
て
※

「
西
原
町

ま
ち
づ
く

り
基
本
条

例
」
が
制

定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、『
文

教
の
ま
ち
西
原
』
と
は
、「
多
く
の

文
化
教
育
施
設
が
あ
る
地
域
特
性
を

活
か
し
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で

す
べ
て
の
町
民
が
生
涯
を
通
し
て
学

び
合
い
、
豊
か
な
人
間
性
と
文
化
を

創
造
す
る
ま
ち
を
め
ざ
す
」
と
し
て

明
文
化
し
、
本
条
例
を
ま
ち
づ
く
り

の
基
本
と
定
め
る
最
高
規
範
と
し
て

位
置
づ
け
ま
し
た
。

そ
の
基
本
条
例
を
踏
ま
え
、
平
成

二
十
六
年
に
は
、
町
民
の
文
化
・
芸

術
活
動
の
創
造
、
発
表
、
鑑
賞
の
場

と
な
る
交
流
拠
点
と
し
て
庁
舎
併
設

の
町
民
交
流
セ
ン
タ
ー
（
さ
わ
ふ
じ

未
来
ホ
ー
ル
）が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ

う
に
、
本

町
は
『
文

教
の
ま
ち

西
原
』
と

し
て
の
ま

ち
づ
く
り

を
進
め
て

き
た
四
十

年
の
歴
史

が
あ
り
ま

す
。今

後
も

引
き
続
き
、
豊
か
な
人
間
性
と
文
化

を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し

歩
ん
で
い
き
ま
す
。

※
こ
の
条
例
は
、公
募
に
よ
る
町
民
、

議
員
、
職
員
、
大
学
生
が
参
加
す

る
「
町
民
会
議
」
で
そ
の
内
容
が

検
討
さ
れ
、
町
民
の
思
い
が
い
っ

ぱ
い
つ
ま
っ
た
条
例
で
す
。

『
文
教
の
ま
ち
西
原
』
四
十
年
の
あ
ゆ
み

お
問
い
合
わ
せ
文
化
課
文
化
財
係  

☎
９
４
４

－

４
９
９
８

広報にしはら No.613 R5.3.19 「手洗い、換気、適切なマスクの着脱」の習慣を！

町立図書館

町役場・町民交流センター町役場・町民交流センター
（さわふじ未来ホール）（さわふじ未来ホール）

町中央公民館・町社会福祉センター

　第41回全国中学生人権作文コンテストにおいて人権意識の
高揚に尽力した学校として、西原東中学校へ那覇人権擁護委員
協議会より感謝状が贈られました。
　人権作文に応募する生徒が年々増加しており、人権活動への
積極的な取り組みが感謝状につながりました。
　吉
よし

田
だ

敬
たかし

校長は「生徒や先生の取り組みがこのような感謝状に
つながりとても嬉しいです」と笑顔で話しました。

　全国中学生バレーボール選抜選手に選ばれた西原東中学校
の﨑
さき

山
やま

陽
よう

生
せ

さんが崎原町長を訪れました。
　﨑山さんは全国から選ばれる12人の選抜メンバーの１人と
して、2月に行われるイタリアへの海外遠征に参加します。
　﨑山さんは父や兄の影響で小学1年生からバレーボールに打
ち込み、現在の身長は191ｃｍで、まだまだ成長期の途中との
ことです。
　﨑山さんは「全日本でも自分のプレーができるように全力で
頑張ります」と熱い意気込みを話しました。

　「東海岸やちむん市」（西原町観光まち
づくり協会主催）が西原さわふじマル
シェで開催されました。西原町、与那原
町、中城村、北中城村から８工房が出店
し、日用雑貨やシーサー、さわりんのやち
むんやサンゴを使ったやちむんなど個性
あふれる作品が並び、訪れた人々を魅了
しました。また、会場にはキッチンカーも
出店し多くのお客さんで賑わいました。

西原東中
人権活動で感謝状贈呈

西原東中学校から
全日本代表選手に！

全小中学校、トイレ洋式化が完了！

マルシェでやちむん市開催！

１月31日火

2月1日水

１月26日木

１月29日日

　町内小中学校６校のトイレ洋式化の修繕工事が昨年末に終
了し、そのお礼に各学校長が崎

さき
原
はら

盛
せい

秀
しゅう

町長を訪ねました。
西原東小学校の宮

みや
城
ぎ

卓
たく
卓
たく
卓司

じ
校長は「修繕していただきありがと

うございました。子どもたちも喜んでいます」と感謝を伝え、
坂田小学校の松

まつ
川
かわ

邦
くに
邦
くに
邦昭

あき
校長は「体育館と校舎のトイレを修繕

してもらいました。6年生から感謝の気持ちです」とお礼の色
紙を手渡しました。
　西原中学長の友

とも
寄
よせ

ゆかり校長からは「洋式化に向け全校生
徒で節電・節水に取り組み、2年がかりで節電節水キャラクター

『るでちゃん』の製作も行いました」との報告もありました。
　崎原町長は「子どもたちから感謝の手紙をもらえて大変嬉
しい。こんなにも喜んでもらえて良かった」と笑顔で話して
いました。

　今年もＪリーグに所属する３つのチームが1
月に西原町(陸上競技場、東崎公園）でキャンプ
を行いました。　
　Ｊ１リーグに所属するヴィッセル神戸と川
崎フロンターレ、Ｊ２リーグに所属する大宮ア
ルディージャがそれぞれ、開幕に向けてトレー
ニングに打ち込みました。
　今季も選手の皆さんの活気あふれるプレー
に注目しよう！

Ｊリーグチームキャンプイン！１月

広報にしはら No.613 R5.3.1 8マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！



令和5年度　就学援助のお知らせ
　西原町教育委員会では、小中学校に通学する児童生徒の保護者に対し、学用品費や学校給食費
など学校教育に必要な費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。

西原町に住所を有し小中学校に在籍する児童生徒の保護者、又は、町外に住所を有し西原町立小中
学校へ在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方

※上記は目安としての金額です。基準額は世帯構成（人数や年齢）によって異なります。
※町立小中学校以外の学校に在籍している場合や住所地が西原町外の場合は、認定基準が異なりますのでお問い合わせください。

※町立小中学校以外の学校に在籍している場合や住所地が西原町外
　の場合は、援助費目が異なりますのでお問い合わせください。

（1）生活保護を受けている方（要保護）
（2）生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困窮していると認められる方（準要保護）

〈〈準要保護の目安となる収入額〉〉

援助の対象者

援助の内容

※生計を同一にしている方全員の収入合計額が審査対象となります。

申 請 期 間

提 出 書 類

提  出  先

留 意 事 項

令和5年4月10日（月）～令和5年5月31日（水）

令和5年1月に「就学前支給」の申請
を行い、認定されている場合

世帯人数

認定区分 援助費目

要保護

準要保護
（認定世帯①）

準要保護
（認定世帯②）

世帯構成

【お問い合わせ】　西原町教育委員会　教育総務課　学務係　☎098-945-5039

収入合計額

2人

3人

4人

5人

6人

約180万円未満

約250万円未満

約300万円未満

約360万円未満

約420万円未満

約230万円未満

約320万円未満

約380万円未満

約450万円未満

約520万円未満

親1人、小学生1人

親1人、小学生1人、中学生1人

両親、小学生1人、中学生1人

両親、小学生2人、中学生1人

両親、小学生2人、中学生2人

修学旅行費・医療費

学校給食費

新入学児童生徒通学用品費
（又は入学準備金）・
通学用品費・学用品費
校外活動費・修学旅行費・
学校給食費

認定世帯① 認定世帯②

※③・④については、収入等世帯の情報を教育委員会が確認することに同
意する方は提出不要ですが、令和5年1月1日時点で西原町に住民登録
がなかった方は、④の提出が必須となります。6月1日以降に元居住地の
市町村から書類を取り寄せて提出してください。

令和4年度に認定を受けていた方も、毎年申請が必要となりますので
ご注意ください。

（出産・子育て応援給付金）
国の施策に基づき、妊娠期から出産・子育てまで一貫して子育て家庭に寄り添い、様々なニーズに即した支援につな
ぐ伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施します

伴走型相談支援

経過措置 ： 令和4年4月1日～令和5年2月28日の期間に出産・妊娠届を出された方は出産・子育て応援給付金の
　　　　　対象となります
　　　　　対象の方へ通知を発送しますので、期限内に申請書・アンケート等を返送してください

詳しくは町ホームページへ

【お問い合せ先】西原町役場  こども課  母子保健係  時間：平日午前9時から午後５時　☎098-945-5311

西原町出産・子育てサポート事業のご案内西原町出産・子育てサポート事業のご案内西原町出産・子育てサポート事業のご案内

経済的支援
○面談実施のタイミング
　①妊娠届出時
　②妊娠７～８か月頃
　（アンケートに回答、面談等）
　③出生届出後
○面談の対象者
　妊婦・産婦など

※伴走型相談支援の面談実施後に支給
○出産応援給付金
　妊婦１人当たり５万円
○子育て応援給付金
　新生児１人当たり５万円
○支給方法
　申請時に指定した口座へ振込み

広報にしはら No.613 R5.3.111 「手洗い、換気、適切なマスクの着脱」の習慣を！

令和5年度　就学援助のお知らせ
　西原町教育委員会では、小中学校に通学する児童生徒の保護者に対し、学用品費や学校給食費
など学校教育に必要な費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。

西原町に住所を有し小中学校に在籍する児童生徒の保護者、又は、町外に住所を有し西原町立小中
学校へ在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方

※上記は目安としての金額です。基準額は世帯構成（人数や年齢）によって異なります。
※町立小中学校以外の学校に在籍している場合や住所地が西原町外の場合は、認定基準が異なりますのでお問い合わせください。

※町立小中学校以外の学校に在籍している場合や住所地が西原町外
　の場合は、援助費目が異なりますのでお問い合わせください。

（1）生活保護を受けている方（要保護）
（2）生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困窮していると認められる方（準要保護）

〈〈準要保護の目安となる収入額〉〉

援助の対象者

援助の内容

※生計を同一にしている方全員の収入合計額が審査対象となります。

申 請 期 間

提 出 書 類

提  出  先

留 意 事 項

令和5年4月10日（月）～令和5年5月31日（水）

令和5年1月に「就学前支給」の申請
を行い、認定されている場合

世帯人数

認定区分 援助費目

要保護

準要保護
（認定世帯①）

準要保護
（認定世帯②）

世帯構成

【お問い合わせ】　西原町教育委員会　教育総務課　学務係　☎098-945-5039

収入合計額

2人

3人

4人

5人

6人

約180万円未満

約250万円未満

約300万円未満

約360万円未満

約420万円未満

約230万円未満

約320万円未満

約380万円未満

約450万円未満

約520万円未満

親1人、小学生1人

親1人、小学生1人、中学生1人

両親、小学生1人、中学生1人

両親、小学生2人、中学生1人

両親、小学生2人、中学生2人

修学旅行費・医療費

学校給食費

新入学児童生徒通学用品費
（又は入学準備金）・
通学用品費・学用品費
校外活動費・修学旅行費・
学校給食費

認定世帯① 認定世帯②

※③・④については、収入等世帯の情報を教育委員会が確認することに同
意する方は提出不要ですが、令和5年1月1日時点で西原町に住民登録
がなかった方は、④の提出が必須となります。6月1日以降に元居住地の
市町村から書類を取り寄せて提出してください。

令和4年度に認定を受けていた方も、毎年申請が必要となりますので
ご注意ください。

（出産・子育て応援給付金）
国の施策に基づき、妊娠期から出産・子育てまで一貫して子育て家庭に寄り添い、様々なニーズに即した支援につな
ぐ伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施します

伴走型相談支援

経過措置 ： 令和4年4月1日～令和5年2月28日の期間に出産・妊娠届を出された方は出産・子育て応援給付金の
　　　　　対象となります
　　　　　対象の方へ通知を発送しますので、期限内に申請書・アンケート等を返送してください
詳しくは町ホームページへ

【お問い合せ先】西原町役場  こども課  母子保健係  時間：平日午前9時から午後５時　☎098-945-5311

西原町出産・子育てサポート事業のご案内西原町出産・子育てサポート事業のご案内西原町出産・子育てサポート事業のご案内

経済的支援
○面談実施のタイミング
　①妊娠届出時
　②妊娠７～８か月頃
　（アンケートに回答、面談等）
　③出生届出後
○面談の対象者
　妊婦・産婦など

※伴走型相談支援の面談実施後に支給
○出産応援給付金
　妊婦１人当たり５万円
○子育て応援給付金
　新生児１人当たり５万円
○支給方法
　申請時に指定した口座へ振込み

広報にしはら No.613 R5.3.1 10マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！



令和５年１月31日現在 人口:（男）17,861人	（女）17,711人	 （男女計）35,572人	 世帯数:15,574世帯

■令和５・６年度小規模工事等契約希望者登録申請
受付

　西原町が発注する小規模な工事や修繕で、その内容が軽
易なもの（予定価格が130万円以下のもの）について、契
約を希望する方を登録し、町内業者の受注機会の拡大を図
ることが目的です。
①受付期間
令和5年3月8日（水）～ 3月23日（木）（当日消印有効）
※新型コロナ感染拡大防止のため、郵送のみ受付
②受付場所および問合せ先　
受付場所：西原町役場 ２階 建設部土木課庶務係
☎098-945-4415
※町HPにて提出要領ダウンロード可
※申請期間後半は、大変込み合いますのでご注意ください。

■第16回「梅の香り」うた遊び大会出場者募集
日　　時：令和5年4月29日（土）午後6時開演
会　　場：西原町小那覇児童公園内「特設会場）
主　　催：「梅の香り」うた遊び大会実行委員会
  小那覇自治会
出場資格：年齢、性別、国籍問わず、10組限定
応募方法：申込書に必要事項を記入のうえ、

小那覇公民館へ提出（郵送可）
応募期間：3月13日（月）～ 4月7日（金）午後

5時必着
問 小那覇公民館☎946-0748（FAX兼）午後3時～5時

■広報にしはら2月号　訂正とお詫びについて
　広報にしはら令和5年2月号に掲載している次の記事にお
きまして、一部内容に誤りがございました。
　町民の皆さま並びに関係各位にご迷惑をお掛けしました
ことを深くお詫びするとともに、訂正いたします。
訂正箇所
2ページ 二十歳のつどい代表あいさつの学校区名称
【誤】 西原東中学校区代表（津波　京可さん）
【正】 西原中学校区代表（津波　京可さん）
3ページ 二十歳のつどい代表あいさつの学校区名称
【誤】 西原中学校区代表（新川　雄斗さん）
【正】 西原東中学校区代表（新川　雄斗さん）
7ページ 新型コロナウィルス感染症の影響による国民健康
保険税減免について
【誤】　申請期限　令和5年3月31日まで
【正】　申請期限　令和5年3月15日まで
問 総務課　秘書広報係　☎945-5011

■男女共同参画に関する町民意識調査（アンケート）
ご協力について

　西原町では、これからの男女共同参画に関する政策の推
進のため第4次西原町男女共同参画計画「さわふじプラン」
の検討を行っております。
　今後の計画検討に活用するため、町民意識調査（アンケー
ト）を行っておりますので、町民のみなさまのご協力をお願
いします。

【調査方法】
・18歳以上の方を対象に無作為抽出を行い、アンケート用
紙を郵送しています。アンケートが届いた方は早めの回答
をお願いします。ネットで回答もできますので、詳しくは郵
送されたアンケートをご覧ください。
問 企画財政課　男女共同参画係　☎945-4533

■農業者年金について 
　加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、死亡し
た翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農
業者老齢年金の死亡時の現在価値相当額が死
亡一時金としてご遺族に支給されます。詳細
は農業者年金基金のHPをご覧ください。
問 西原町農業委員会　☎945-5281

ＪＡおきなわ西原支店　☎945-5225

■西原町都市計画マスタープランの改定に伴うアン
ケート調査へのお礼について 

　アンケートのご協力頂きありがとうございます。都市計
画マスタープランは、西原町の将来のまちづくりの方針と
なるとても大切なものです。より多くの町民
の皆様の声をきくために、まだ回答をされて
いない方はご協力をよろしくお願いします。
問 都市整備課　都市計画係　☎945-4496

■所有者不明の土地に心当たりありませんか？ 
　所有者不明土地とは、去る大戦によって土地関係の公図
公簿類が消失してしまった結果、所有者が不明になってい
る土地をいいます。
　終戦後、沖縄では土地所有権認定作業が行われましたが、
何らかの事情により所有者不明となっている土地が、現在
県内27市町村に2,699筆（981,635㎡）あり、那覇市・中城
村・西原町・与那原町・粟国村の5市町村で沖縄全体の約
70％を占めています。
　所有者不明土地は、所有者へ返還すべき県民の大切な財
産です。所有者不明土地の戦前の状況や所有者につながる
情報をお持ちの方は、お気軽に相談ください。
問 沖縄県総務部管財　☎866-2106

ご   や  かつ   うえじょうしんこう

寄附者：西原自動車販売 株式会社（代表取締役社長呉屋克）
寄附額：50万円　使い道：町長が必要とみとめられる事業

あたたかいお心遣いに、深く感謝申し上げます。愛の贈りもの

◆スキルアップセミナー

※事前申込（電話）が
　必要です。

◆就職セミナー

就職セミナー 個別相談
3月 3 日（金）
14:00～16:00

就職セミナー情報 就活に役立つ様々な講座を開催します！
【対象】西原町民 【定員】各講座 10名まで【場所】西原町役場内 会議室

★好きなこと、得意なこと、大事にしたいことの中
には仕事探しのヒントがつまっています。書き出
しながら整理してみましょう。

★採用担当者の生の声を聴くことで、これま
で意識することのなかった業界や職種の魅
力に気づき、就職活動の新しい視点やこれ
までなかった選択肢が生まれるかもしれま
せん。採用担当者の本音・裏側を覗いてみ
ませんか？

★就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策までしっかり
サポート！

★個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定までサポ
ートします。

3月13日（月）
14:00～15:30

興味・能力・価値観から適職ヒントをみつけよう！

スキルアップセミナー就職セミナーの申込は
西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）☎098-945-4540

スペシャルセミナーの申込は
沖縄県正規雇用採用力向上モデル事業 事務局（株式会社プラスキャリア内）

☎098-868-9339

◆スペシャルセミナー

※全てのセミナーは、ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象
　になります。
※スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。

３月８日(水)
14:00～16:00
対象：沖縄県民
定員：30名まで
場所：西原町町民
　　　交流センター
　　　中ホール

企業目線で考える就活セミナー＆
採用担当者の本音を聴くトークセッション

寄附者：上門工業 株式会社（代表取締役社長上門信孝）
寄　贈：図書館へ本10冊寄贈

マイナンバーカード で 転出手続が できます！

【お問い合わせ】　町民課  住民年金係　☎098-945-5012

　転出手続が、２月６日（月）からマイナポータルを通してオンラインで可能になりました。
　◎ 西原町役場での転出届出　　⇒　来庁不要
　◎ 他市町村役場での転入届出　⇒　来庁必要
　有効なマイナンバーカードと電子証明書を利用したもので、対象者は
　国内で引越する方です（同一世帯の方の引越にも利用可能です）。
　詳細は、デジタル庁のホームページをご覧ください。
　マイナンバーカードの受け取りに、平日・日中のご来庁が難しい方は、
　休日・夜間交付窓口（前日までの事前予約制、先着順）をご利用ください。
   （日程は、町ホームページを参照）。
【令和５年１月31日時点】　申請件数：22,138件　　人口：35,683人

沖縄県正規雇用採用力向上モデル事業

司法書士法人
きゃん事務所

広報にしはら No.613 R5.3.113
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「手洗い、換気、適切なマスクの着脱」の習慣を！

ご   や  かつ   うえじょうしんこう

寄附者：西原自動車販売 株式会社（代表取締役社長呉屋克）
寄附額：50万円　使い道：町長が必要とみとめられる事業

あたたかいお心遣いに、深く感謝申し上げます。愛の贈りもの

◆スキルアップセミナー

※事前申込（電話）が
　必要です。

◆就職セミナー

就職セミナー 個別相談   

3月 3 日（金）
14:00～16:00

3 月 就職セミナー情報 就活に役立つ様々な講座を開催します！
【対象】西原町民 【定員】各講座 10名まで【場所】西原町役場内 会議室

★好きなこと、得意なこと、大事にしたいことの中
には仕事探しのヒントがつまっています。書き出
しながら整理してみましょう。

★採用担当者の生の声を聴くことで、これま
で意識することのなかった業界や職種の魅
力に気づき、就職活動の新しい視点やこれ
までなかった選択肢が生まれるかもしれま
せん。採用担当者の本音・裏側を覗いてみ
ませんか？

★就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策までしっかり
サポート！

★個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定までサポ
ートします。

3月13日（月）
14:00～15:30

興味・能力・価値観から適職ヒントをみつけよう！

スキルアップセミナー就職セミナーの申込は
西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）☎098-945-4540

スペシャルセミナーの申込は
沖縄県正規雇用採用力向上モデル事業 事務局（株式会社プラスキャリア内）

☎098-868-9339

◆スペシャルセミナー
  

※全てのセミナーは、ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象
　になります。
※スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。

３月８日(水)
14:00～16:00
対象：沖縄県民
定員：30名まで
場所：西原町町民
　　　交流センター
　　　中ホール

企業目線で考える就活セミナー＆
採用担当者の本音を聴くトークセッション

寄附者：上門工業 株式会社（代表取締役社長上門信孝）
寄　贈：図書館へ本10冊寄贈

ふるさとづくり寄附金

マイナンバーカード で 転出手続が できます！

【お問い合わせ】　町民課  住民年金係　☎098-945-5012

　転出手続が、２月６日（月）からマイナポータルを通してオンラインで可能になりました。
　◎ 西原町役場での転出届出　　⇒　来庁不要
　◎ 他市町村役場での転入届出　⇒　来庁必要
　有効なマイナンバーカードと電子証明書を利用したもので、対象者は
　国内で引越する方です（同一世帯の方の引越にも利用可能です）。
　詳細は、デジタル庁のホームページをご覧ください。
　マイナンバーカードの受け取りに、平日・日中のご来庁が難しい方は、
　休日・夜間交付窓口（前日までの事前予約制、先着順）をご利用ください。
   （日程は、町ホームページを参照）。
【令和５年１月31日時点】　申請件数：22,138件　　人口：35,683人

沖縄県正規雇用採用力向上モデル事業

外構
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毎月 先着 5 名様
高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗高圧洗浄浄浄浄浄浄
無料無料無料無料無料無料
高圧洗浄
無料

日頃の感謝を込めて

をご契約された方
外壁塗装・屋根防水工事

無料無料

5
高圧洗高圧洗高圧洗浄高圧洗浄高圧洗浄高圧洗浄高圧洗高圧洗浄高圧洗高圧洗浄

をご契約された方をご契約された方をご契約された方をご契約された方をご契約された方
毎月 先着毎月 先着毎月 先着毎月 先着毎月 先着毎月 先着毎月 先着

無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料 ちゅららペイント

高圧洗浄浄
無料無料

浄高圧洗浄浄浄高圧洗浄浄高圧洗浄

←与那原 中城→

内間交差点小那覇交差点

ローソンココ

サンエー
西原シティ

250m

西原町字内間111-2
TEL.882-9155

お 見 積 り 無 料 ! !

台所・浴室・トイレ
水廻りのリフォーム

《西原町給水工事指定店》

水道管取替え工事

お気軽に
お電話下さい。

広報にしはら No.613 R5.3.1 12マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！



令和5年３月１日
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生涯学習のマスコット
「 マナビィ 」

生涯学習のマスコット
「 マナビィ 」

児童館情報は
ここでチェック！生涯学習だより

【お問い合わせ】
西原町立図書館  ☎098-944-4996

【お問い合わせ先】西原町中央公民館 ☎098-945-3657

★おすすめ図書
　一般……「ペガサスの記憶」
 「かくも甘き果実」
 「年年歳歳」 
　地域……「祈りのカルテ 再会のセラピー」
 「シウマさんの琉球風水で金運アップ！」
 「山之口貘全小説　沖縄から」
　児童……「劇団6年2組」
 「でもいまは、走っていく」
 「卒業するわたしたち」　

★企画展 　　　　
　ゆっくり行こうよ展 3月15日(水)～3月29日（水）
★３月の休館日
　6日（月）、13日（月）、16日（木）、20日（月）、
　21日（火）、27日（月）

図書館からのおしらせ

令和４年度 公民館講座の様子 今年度も10講座（18回）の公民館講座を開催することができました。

６月３日 絵本のアニマシオン講座

文教大学①
１０月５日　健康体操講座

文教大学②
１０月１２日・１９日終活講座（２回） １月２１日・２８日　（２回）

玄米味噌・発酵調味料作り 講座１２月２８日　正月飾り花講座

文教大学③
11月10日 金武・宜野座散策

11月26日・27日
防災キャンプ×演劇ワークショップ

１１月１２日・１９日・
１２月１０日
やちむん体験講座
（３回）

６月４日～７月２日(５回）子ども三線講座 ８月１３日　ドローン講座

／要チェック！／

文教大学②
１０月１２日・１９日終活講座（２回）

１２月２８日　正月飾り花講座

／要チェック！／
令和５年度も多くの講座を予定
しています。広報誌に掲載しま
すのでお見逃しなく。

　坂田幼稚園は、昭和29年に現在の翁長地域に、西原村立坂田幼稚園
として創立され、地域の発展とともに、町立幼稚園では最も園児数が多
い幼稚園として長年地域に親しまれ、育まれてきました。
　坂田幼稚園は、園生活における「遊び」を通して生きる力の基礎を培
い、同年齢・異年齢交流を通して生きる力を刺激し、小学校につなげる
幼児・保育教育を展開し、およそ6000名の「坂田っ子」が巣立っていき
ました。
　一方、時代の流れとともに、子育て世代の保育ニーズの高まりや、保
護者の要望に応えるべく、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持った
施設として、令和５年４月より、坂田幼稚園は公私連携認定こども園に
移行し、『坂田こども園』としてス
タートします。
　教育委員会としては、移行後もこ
れまでの坂田幼稚園の幼児・保育教
育を継承しつつ、坂田こども園でも
「坂田っ子」を育んでいけるよう、教
育・保育環境の充実を図ってまいり
ます。

～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～

日常生活のあらゆる相談に乗ります。
※電話相談にも応じています。また、17
時以降は留守番電話で受け付けます。

※予約優先　時間／10時～16時（12時～13時を除く）
　　　　　　　　　

福祉相談･･･生活のための手段や生活費に関する相談、
ひとり親家庭の悩み相談

障害福祉なんでも相談･･･障害のある方や、発達が気に
なる方、その家族などが抱える悩み・困りごとに関する
相談

法律相談･･･人権・財産・離婚問題など法的トラブルに関
する相談（相談時間：13時～16時）

司法書士相談・・・不動産相続や贈与、借金問題、遺言や
公正証書等の相談（相談時間：13時～16時）　　　 

消費生活・家庭相談･･･訪問販売、契約のトラブル、親
子・夫婦間の悩み、近隣トラブルなどのお悩み相談

問 合 せ　西原町社会福祉協議会
事前予約 ☎945-3651　 FAX946-6777

総 合 相 談

不登校の児童・生徒や保護者への支援
や助言を行います。

相談日時　月～金曜　9時～16時（12時～13時を除く）
問 合 せ 教育相談室（西原町中央公民館内） ☎944-3603

教 育 相 談

国などの行政機関に対する苦情や要望
に関する相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　 あらかきとものり
相 談 員　新垣朝憲
問 合 せ 行政苦情110番 ☎ 0570-090-110

総務部総務課　☎945-5011

行 政 相 談

就職に関するお悩みをひとりひとりに
あったかたちでサポートし、お悩みを
解決します。

相談日時　随時
問 合 せ　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内） ☎945-4540

雇 用 相 談

高齢者やそのご家族などからの介護や
保健、福祉に関する相談に応じます。 

相談日時　随時 ※事前にお電話でご予約をお願いします。
問 合 せ　西原町地域包括支援センター ☎882-0117

高齢者の方の
相 談 全 般

いじめ、DVなど人権に関わることの
相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　
相 談 員

問 合 せ　総務部総務課 ☎945-5011

人 権 相 談

町内相談機関

月

火

水

木

金

令和4年度乳幼児健診について
　詳しい日程および対象に
ついては、西原町のHPを
ご確認ください。

【お問い合わせ】こども課　母子保健係
☎098-945-5311

納め忘れにご注意

3月15日（水）3月31日（金）

3月10日（金）

3月10日（金）

介護保険料（9期分）

学校給食費（2月分）

保育所保育料（3月分）

種  目 納期限 口座振替日

▲詳しくはこちら

  
　島袋和徳、 呉屋勝司、 上原尚善、 金城幸

　　　　　　　　
　慶田元順子、 祖慶聖子

しまぶくろかずのり ご   や  かつ じ うえはらひさよし きんじょうみゆき

  け  だ もとじゅんこ   そ  けいせい こ

令和５年３月坂田幼稚園閉園

広報にしはら No.613 R5.3.115 「手洗い、換気、適切なマスクの着脱」の習慣を！

令和5年３月１日
323

生涯学習のマスコット
「 マナビィ 」

児童館情報は
ここでチェック！生涯学習だより

【お問い合わせ】
西原町立図書館  ☎098-944-4996

【お問い合わせ先】西原町中央公民館 ☎098-945-3657

★おすすめ図書
　一般……「ペガサスの記憶」
 「かくも甘き果実」
 「年年歳歳」 
　地域……「祈りのカルテ 再開のセラピー」
 「シウマさんの琉球風水で金運アップ！」
 「山之口貘全小説　沖縄から」
　児童……「劇団6年2組」
 「でもいまは、走っていく」
 「卒業するわたしたち」　

★企画展 　　　　
　期間　２月１日(水）～２月１５日（水）
★企画展 　　　　
　ゆっくり行こうよ展 3月15日(水)～3月29日（水）
★３月の休館日
　6日（月）、13日（月）、16日（木）、20日（月）、
　21日（火）、27日（月）

図書館からのおしらせ

令和４年度 公民館講座の様子>> 今年度も10講座（18回）の公民館講座を開催することができました。

６月３日 絵本のアニマシオン講座

文教大学①
１０月５日　健康体操講座

文教大学②
１０月１２日・１９日終活講座（２回） １月２１日・２８日　（２回）

玄米味噌・発酵調味料作り 講座１２月２８日　正月飾り花講座

文教大学③
１１月１０日 金武。宜野座散策

１１月２６日　２７日
防災キャンプ×演劇ワークショップ

１１月１２日・１９日・
１２月１０日
やちむん体験講座
（３回）

６月４日～７月２日(５回）子ども三線講座 ８月１３日　ドローン講座

／要チェック！／
令和５年度も多くの講座を予定
しています。広報誌に掲載しま
すのでお見逃しなく。

　坂田幼稚園は、昭和29年に現在の翁長地域に、西原村立坂田幼稚園
として創立され、地域の発展とともに、町立幼稚園では最も園児数が多
い幼稚園として長年地域に親しまれ、育まれてきました。
　坂田幼稚園は、園生活における「遊び」を通して生きる力の基礎を培
い、同年齢・異年齢交流を通して生きる力を刺激し、小学校につなげる
幼児・保育教育を展開し、およそ6000名の「坂田っ子」が巣立っていき
ました。
　一方、時代の流れとともに、子育て世代の保育ニーズの高まりや、保
護者の要望に応えるべく、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持った
施設として、令和５年４月より、坂田幼稚園は公私連携認定こども園に
移行し、『坂田こども園』としてス
タートします。
　教育委員会としては、移行後もこ
れまでの坂田幼稚園の幼児・保育教
育を継承しつつ、坂田こども園でも
「坂田っ子」を育んでいけるよう、教
育・保育環境の充実を図ってまいり
ます。

～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～

日常生活のあらゆる相談に乗ります。
※電話相談にも応じています。また、17
時以降は留守番電話で受け付けます。

※予約優先　時間／10時～16時（12時～13時を除く）
　　　　　　　　　

福祉相談･･･生活のための手段や生活費に関する相談、
ひとり親家庭の悩み相談

障害福祉なんでも相談･･･障害のある方や、発達が気に
なる方、その家族などが抱える悩み・困りごとに関する
相談

法律相談･･･人権・財産・離婚問題など法的トラブルに関
する相談（相談時間：13時～16時）

司法書士相談・・・不動産相続や贈与、借金問題、遺言や
公正証書等の相談（相談時間：13時～16時）　　　 

消費生活・家庭相談･･･訪問販売、契約のトラブル、親
子・夫婦間の悩み、近隣トラブルなどのお悩み相談

問 合 せ　西原町社会福祉協議会
事前予約 ☎945-3651　 FAX946-6777

総 合 相 談

不登校の児童・生徒や保護者への支援
や助言を行います。

相談日時　月～金曜　9時～16時（12時～13時を除く）
問 合 せ 教育相談室（西原町中央公民館内） ☎944-3603

教 育 相 談

国などの行政機関に対する苦情や要望
に関する相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　 あらかきとものり
相 談 員　新垣朝憲
問 合 せ 行政苦情110番 ☎ 0570-090-110

総務部総務課　☎945-5011

行 政 相 談

就職に関するお悩みをひとりひとりに
あったかたちでサポートし、お悩みを
解決します。

相談日時　随時
問 合 せ　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内） ☎945-4540

雇 用 相 談

高齢者やそのご家族などからの介護や
保健、福祉に関する相談に応じます。 

相談日時　随時 ※事前にお電話でご予約をお願いします。
問 合 せ　西原町地域包括支援センター ☎882-0117

高齢者の方の
相 談 全 般

いじめ、DVなど人権に関わることの
相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　
相 談 員

問 合 せ　総務部総務課 ☎945-5011

人 権 相 談

町内相談機関

月

火

水

木

金

総 合 相 談

町内相談機

令和4年度乳幼児健診について
　詳しい日程および対象に
ついては、西原町のHPを
ご確認ください。

【お問い合わせ】こども課　母子保健係
☎098-945-5311

納め忘れにご注意

3月15日（水）3月31日（金）

3月10日（金）

3月10日（金）

介護保険料（9期分）

学校給食費（2月分）

保育所保育料（3月分）

種  目 納期限 口座振替日

▲詳しくはこちら

  
　島袋和徳、 呉屋勝司、 上原尚善、 金城幸

　　　　　　　　
　慶田元順子、 祖慶聖子

しまぶくろかずのり ご   や  かつ じ うえはらひさよし きんじょうみゆき

  け  だ もとじゅんこ   そ  けいせい こ

令和５年３月坂田幼稚園閉園

広報にしはら No.613 R5.3.1 14マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！
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　令和5年１月15日に西原町の小中高生
がプロデュースする創作演劇「さわりん
と運玉義留」がさわふじ未来ホールで上
演されました。今回で６回目の公演とな
り、磨きのかかったエネルギッシュで
キュートな演技がバンドによる生演奏と
相まって観客の心を釘付けにしました。
　この日のために練習を重ねてきた小中
高生たちが、それぞれの役を個性豊かに
見事に演じ切りました。満員の会場は、
感激の涙や笑顔であふれ、惜しみない拍
手が鳴り響きました。
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